
（目　的）

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民

の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とす

る。

（用語の定義）

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による｡

一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの（これに類

する構造のものを含む。）、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下

若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設

（鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上

家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。）をいい、建築設備を含むものとする。

二 特殊建築物 学校（専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。）、体育館、病

院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、

旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火

葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。 

三 建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若

しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

四～三十四 （省略）

三十五 特定行政庁 建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その

他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、第97条の2第1項又は第97条の3

第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道

府県知事とする。

（適用の除外）

第1項 （省略）

2 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物

若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地が

これらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当

該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用

しない。

3 （省略）

（建築物に関する完了検査）

第7条 建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めると

ころにより、建築主事の検査を申請しなければならない。

2～3 （省略）

4 建築主事が第1項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事又はその委任を受

けた当該市町村若しくは都道府県の職員（以下この章において「建築主事等」という。）は、

その申請を受理した日から7日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規

定に適合しているかどうかを検査しなければならない。

5 建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建

築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、

当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。

第3条
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（国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査）

第7条の2 第77条の18から第77条の21までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道

府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する

日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規程に適合しているか

どうかの検査を引き受けた場合において、当該検査の引受けに係る工事が完了したと

きについては、前条第1項から第3項までの規定は、適用しない。

2～7 （省略）

（維持保全）

第8条 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時

適法な状態に維持するように努めなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及

び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する

準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。ただし、国、都道府県

又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物については、この限りでない。

一 特殊建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの

二 前号の特殊建築物以外の特殊建築物その他政令で定める建築物で、特定行政庁が指定す

るもの

3 国土交通大臣は、前項各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者による同項の

準則又は計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定めることができる。

（報告、検査等）

第12条 第6条第1項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものと

して政令で定めるもの（国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理す

る建築物（以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。）を除く。）及び

当該政令で定めるもの以外の特定建築物（同号に掲げる建築物その他政令で定める建築

物をいう。以下この条において同じ。）で特定行政庁が指定するもの（国等の建築物を

除く。）の所有者（所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第3項において

同じ。）は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定め

るところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の

交付を受けている者（次項及び次条第3項において「建築物調査員」という。）にその

状況の調査（これらの建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況

の点検を含み、これらの建築物の建築設備及び防火戸その他の政令で定める防火設備

（以下「建築設備等」という。）についての第3項の検査を除く。）をさせて、その結

果を特定行政庁に報告しなければならない。

＊建築基準法施行令第16条（定期報告を要する建築物）

2 （省略）

3 特定建築設備等（昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及

び次項において同じ。）で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定め

るもの（国等の建築物に設けるものを除く。）及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設

備等で特定行政庁が指定するもの（国等の建築物に設けるものを除く。）の所有者は、これ

らの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若

しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者（次項及び第12条の

3第2項において「建築設備等検査員」という。）に検査（これらの特定建築設備等について

の損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。）をさせて、その結果を特定行政庁に報告

しなければならない。

4 国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築

物の特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若
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しくは二級建築士又は建築設備等検査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせな

ければならない。ただし、・・・（以下略）
5 特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、

建築設備若しくは用途、建築材料若しくは建築設備その他の建築物の部分（以下「建築材料

等」という。）の受取若しくは引渡しの状況、建築物に関する工事の計画若しくは施工の状

況又は建築物の敷地、構造若しくは建築設備に関する調査（以下「建築物に関する調査」と

いう。）の状況に関する報告を求めることができる。

一 建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築

材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者又は建築物に関する調査をした者

二、三　（省略）

6～9　　（省略）

（工作物への準用）

第88条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及

び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定する

もの（以下この項において「昇降機等」という。）については、第3条、第6条（第3項、

第5項及び第6項を除くものとし、第1項及び第4項は、昇降機等については第1項第一号か

ら第三号までの建築物に係わる部分、　　　　　　　　（中略）

昇降機等については、第7条の6、第12条第1項から第4項まで、第12条の2、第12条の3及

び第18条第24項の規定を準用する。この場合において、第20条第1項中「次の各号に掲げ

る建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準」とあるのは、「政令で定める

技術的基準」と読み替えるものとする。

2～4　　（省略）

（書類の閲覧）

第93条の2 特定行政庁は、確認その他の建築基準法令の規定による処分並びに第12条第1項及

び第3項の規定による報告に関する書類のうち、当該処分若しくは報告に係る建築物

若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者又は第三者の権利利益を不

当に侵害するおそれがないものとして国土交通省令で定めるものについては、国土

交通省令で定めるところにより、閲覧の請求があった場合には、これを閲覧させな

ければならない。

（罰　則）

第99条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

一～四　（省略）

五 第12条第5項（第一号に係る部分に限る。）又は第15条の2第1項（これらの規程を第88条

　第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。）の規定による報告をせず、又は虚偽

の報告をした者

六～十六　（省略）

2　　（省略）

第101条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。

一 （省略）

二 第12条第1項若しくは第3項（これらの規定を第88条第1項又は第3項において準用する場

　　合を含む。）又は第5項（第二号に係わる部分に限り、第88条第1項から第3項までにおいて

準用する場合を含む。）の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三～十三　（省略）

2 （省略）
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